
1

正 　 　 誤 　 　 表

頁 段・行 誤 正

目次16 ７ 和人の蝦夷島進
4

出 和人の蝦夷島侵
4

出

24 下段４ ▫
4

83号
4

第4号 第
4

83巻
4

第4号

69
春光５区地
点の概要欄 段丘Ⅲ

4

面 段丘Ⅱ
4

面

81 〔図－１〕 －ハチジョウ◦
4

群集、ヒメジョ◦
4

ン－ －ハチジョウナ
4

群集、ヒメジョオ
4

ン－

87 ２ 徳富
4

蘆花 徳冨
4

蘆花

89 15 履
4

っている 覆
4

っている

98 上段９ 貴
4

堂存稿 貫
4

堂存稿

137 上段２ 第45集・一九七
4

八 第45集・一九八
4

八

158 〔写真－２〕 下段追加
　 斎藤武一氏蔵

　　　　　 旭川市博物館出展

168 14
   う ま

4

くべつさか

（宇莫別坂）
   う ば

4

くべつさか

（宇莫別坂）

195 ２ 農業試験場◦
4

の前 農業試験場跡地
4 4

の前

230 11 内陸の遺跡
4 4 4

にも 内陸にも

233 上段２ 『幌倉沼の墳基
4

』 『幌倉沼の墳墓
4

』

330 12
とくびら

4  

徳鐚
とくびた

4  

徳鐚

336 17 あき
4

商 あち
4

商

370 ７ La Pérosu
44

e La Pérous
44

e

381 下段４ 一九七二
4 4  

一九四四
4 4  

408 下段５ 菊地
4

勇夫 菊池
4

勇夫

〃 下段７ 『北大
4

文化研究報告』 『北方
4

文化研究報告』

448 11 十一
4 4

月にはさらに、 九
4

月にはさらに、

451 17 『協和使
4

役』 『協和私
4

役』

489 12 最期
4

に 最後
4

に

491 11 （新撰北海道史・第二巻・通史
4

一） （新撰北海道史・第二巻・通説
4

一）

494 ７  は ぐ
4

い

羽咋郡
 は く

4

い

羽咋郡

514 ２ 微
4

発 徴
4

発

536 15 登加知◦
4

巻之二 登加知留宇知之
4 4 4 4

巻之二

554 〔表－13〕

559 上段２ 『◦
4

札幌市史』 『新
4

札幌市史』

576 16 宝
4

賀信夫 室
4

賀信夫

673 20 府判官
4

事 府判事

上　　川
チクヘツ

　　戸
75

　　　
   

人
4

317

上　　川
チクヘツ

　　戸
75

　　　
   

戸
4

317

第１巻 通史１
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2

頁 段・行 誤 正

675 〔図－２〕『新北海道史』第3巻・通史
4

2 『新北海道史』第3巻・通説
4

2

676 ５ 明治五年(一八七二)八
4

月 明治五年(一八七二)九
4

月

713 ７ 山内提
4

雲 山内隄
4

雲

787 ３ 山内提
4

雲 山内隄
4

雲

〃 ６  た■
4

うちすてろく

田内捨六
たの
4

うちすてろく

田内捨六

794 12 法大
4

系 法体
4

系

807 ６ 「石狩国上川郡開拓事業之議
4

ニ付建白」「石狩国上川郡開拓事業之儀
4

ニ付建白」

817 18 （囚人
4

役業） （囚徒
4

役業）

818 17 開カザルベカララ
4

ズ。
　　　　　　　　　　　　　 〔ママ

4 4

〕

開カザルベカララズ。

862 ２ 茅莿
4  

茅荊
4  

893 ３ 「貸付
4

之証」 「貸地
4

之証」

895 15 煙草営業に関しては
4 4 4 4 4 4 4 4 4  

（削除）

897 15 疋田新介
4  

疋田新助
4  

949 15 明治二十五年五
4

月に
4

、 明治二十五年一
4

月から
4 4

、

961 ５ 開拓使本◦
4

庁管轄図 開拓使本支
4

庁管轄図

962 22 （明治末～大正初◦
4

） (明治末～大正初ころ
4 4

)
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3

頁 段・行 誤 正

目次15 ６ 札幌貯蓄銀行旭
4

川支店 札幌貯蓄銀行上
4

川支店

目次19 10 明治三十年◦
4

後の旭川村 明治三十年前
4

後の旭川村

35
37
〃

２
２

下段10　
完結文書　貸付台帳・皇宮

4 4 4 4 4 4 4

（室
4

）台帳 完結文書　皇宮付属地
4 4 4 4 4

台帳

66 ２ 『旭川調査資
4

料』 『旭川調査材
4

料』

139 ５ なお◦
4

上川郡役所は なお七月一日開庁の
4 4 4 4 4 4 4

上川郡役所は

〃 ６ 同年七月一
4

日 同年七月十
4

日

164 〔表－８〕〔明33の現住戸数欄〕　3,32
4 4

8 3,23
4 4

8

199 15 札幌貯蓄銀行旭
4

川支店 札幌貯蓄銀行上
4

川支店

236 16 二〇
4 4

丁目地先 一八
4 4

丁目地先

246 18 『北海道庁第五
4

回勧業年 『北海道庁第四
4

回勧業年

262 ４ ◦
4

上川郡役所は当初 七月一日開庁の
4 4 4 4 4 4 4

上川郡役所は当初

〃 ５ 同年七月一
4

日 同年七月十
4

日

310 ９ 二月十◦
4

日 二月十四
4

日

311 ３ 第三◦
4

隊の第一中隊 第三大
4

隊の第一中隊

〃 16 第三◦
4

中隊(北◦
4

一已) 第三・四
4 4

中隊(北・南
4 4

一已)

312 ２ 第◦
4

四中隊(北◦
4

一已) 第三・
4 4

四中隊(北・南
4 4

一已)

373 ６ 厚
4

田宗太郎 原
4

田宗太郎

375 19 簡閲、
4

点呼 簡閲点呼

376 １ 改正規則
4 4

第四条） 改正条例
4 4

第四条）

511 ７ 蝦夷地◦
4

一円を再び 蝦夷地のほぼ
4 4 4

一円を再び

519 １ （標高六
4

四七メー
トル （標高八

4

四七メー
トル

550 15 テ
4

ツテクナイ
〔サ
4

〕

テツテクナイ

553 下段４ 北海道殖民地
4

状況報文 北海道殖民状況報文

561 14
 た なべさく お

4

田辺朔郎
 た なべさくろう

4 4

田辺朔郎

572 ７ 同
4

年八月十二日 三十一
4 4 4

年八月十二日

578 17 高橋不士
4

雄 高橋不二
4

雄

617 17 札幌貯蓄銀行旭
4

川支店 札幌貯蓄銀行上
4

川支店

618 16 の地に社屋を新築して
4 4 4 4 4 4 4

移転し の地に移転し

639 12 『旭川◦
4

功労者伝』 『旭川市
4

功労者伝』

647 ６  た なべさく お
4

田辺朔郎
 た なべさくろう

4 4

田辺朔郎

658 ２ 第十四回勧業
4 4

年報』 第十四回拓殖
4 4

年報』

第２巻 通史２
正 　 　 誤 　 　 表

1



4

頁 段・行 誤 正

666 ３  　　　 ゆ■
4

うきち　　　　　ため じ
4

大杉勇吉・伊藤為次
 　　　 え■

4

いきち　　　　　ため じ
4

大杉永吉・伊藤為治

680 ５ 標高二〇二・三
4 4 4 4

㍍ 標高二三九
4 4

㍍

690 下段15 生島只吉
4 4 4 4

『北海道の隆運』 吉田民鉄
4 4 4 4

『北海道の隆運』

714 ５ 二月四日に◦
4

私立 二月四日に辞任し、
4 4 4 4

私立

726 上段６ 『旭川市史　第三巻』 （一九五八
4

） 『旭川市史　第三巻』 （一九五九
4

）

741 11 二十九年九月三
4

日 二十九年九月二
4

日

〃 12 三十年六月三十
4 4

日曹洞宗説教場 三十年六月九
4

日曹洞宗説教場

750 ７ 三十四年八月十六
4

日 三十四年八月十一
4

日

763 14 明治三十年◦
4

後の旭川村 明治三十年前
4

後の旭川村
765 １ 「上川◦

4

迅速測図」 「上川地方
4 4

迅速測図」

766 ５ 博愛堂竹村病
4

院 博愛堂竹村医
4

院

767 ８ 明3
・

3・9三条通 明3
・

4・9三条通

769 11 上川税務所
4  

上川税務署
4  

786 １ 『旭川◦
4

医師会史』 『旭川市
4

医師会史』

813 上段８ 『旭川◦
4

医師会史』 『旭川市
4

医師会史』

〃  〃 ９ 『新北海道史　第二
4

巻・通説三』 『新北海道史　第四
4

巻・通説三』

835 17 一条通六丁目右
4

一〇号 一条通六丁目左
4

一〇号

837 １ 『小樽新聞』明3
・

1・1・ 『小樽新聞』明3
・

3・1・

902 ９ 「事業手」手
4

島数恵 「事業手」島数恵

939 14 第四十八
4

号 第四十七
4

号

940 ５ 旧土人◦
4

とドーズ法 旧土人保護法
4 4 4

とドーズ法

947 12 高橋喜惣次
4  

高橋喜惣治
4  

957 ８ 付け込む◦
4

たちで 付け込むか
4

たちで

958 下段２ 旧土人◦
4

とドーズ法 旧土人保護法
4 4 4

とドーズ法

991 下段３ 『北海道庁拓殖年報』第十四回
4 4 4 4  

『北海道庁第十四回
4 4 4 4

拓殖年報』

994 17 明治二十三
4

年からは 明治二十四
4

年からは

1012 17 物価や金利が下がっ
4 4 4

て 物価や金利が変動
4 4

し
4

て

1033 ７ 〔農･牧場名欄〕 赤場
4

農(牧)場 赤羽
4

農(牧)場

〃 ８ 〔氏名欄〕 赤場
4

親芳 赤羽
4

親芳

1037 ４ 藩主◦
4

・伯爵 藩主松平定安四男
4 4 4 4 4 4

・伯爵

1039 ５ 藩主◦
4

、伯爵 藩主松平定安四男
4 4 4 4 4 4

、伯爵

1053 上段３ (一九〇三
4

) (一九〇二
4

)

1057 12 二十七
4

年に富山団体が 二十八
4

年に富山団体が

1072 ５ 九月美瑛
4 4

市街に 九月の
4

告示により神楽
4 4 4 4 4 4 4

市街に

2



5

頁 段・行 誤 正

1075 ８ 二十六年七
4

月 二十六年十二
4 4

月

1082 15～16 近文第一
4 4 4 4

尋常小学校必富
4 4

西分校 必富
4 4

尋常小学校西分校

1089 14 三十三
4

年 三十二
4

年

〃 17 大
4

田神社 太
4

田神社

1107 下段９ (一九二六
4

) (一九二二
4

)

1108 下段８ 津島
4 4

雄一 対馬
4 4

雄一

1151 ８ 明治三十三
4

年ころ 明治三十五
4

年ころ

1178 １ 「上川郡忠別
4 4

農作試験所事務所」 「上川郡農作試験所事務所」

1193 表注 『新旭川◦
4

史　第8巻・史料1
4

』 『新旭川市
4

史　第8巻・史料3
4

』

1199 ６ 松江藩主◦
4 

松江藩主松平定安の子
4 4 4 4 4 4  

1210 ６ 明治二十四
4

年（一八九一
4

） 明治二十五
4

年（一八九二
4

）

1220 ５ 旭川村
4

外二村農会 旭川町
4

外二村農会

1222 上段４ （一八九
4 4

六） （一九八
4 4

六）

〃 下段２ 船
4

山広治 舟
4

山広治

3



6

頁 段・行 誤 正

目次33 10 戸口・耕地と道路
4 4 4  

戸口・耕地

６ 16 明治二十三年(一八九○)五月二
4

十七日 明治二十三年(一八九○)五月十七日

10 11 （法律・第三七
4

号） （法律・第三号）

13 15 高島靹
4

之助 高島鞆
4

之助

33 ４ 公布、同日
4 4 4 4 4

施行となった 施行となった

61 〔表－４〕 松島牒平 | 39. 7. 2
4 

松島牒平 | 39. 7. 4
4 

138 ７ 石神庄之助
4  

石神庄之輔
4  

253 10 「陸軍常備団隊◦
4

表」 「陸軍常備団隊配備
4 4

表」

253 13 札幌、◦
4

他はすべて 札幌、要塞砲兵大隊は函館、
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

他はすべて

〃 14 「陸軍常備団隊◦
4

表」 「陸軍常備団隊配備
4 4

表」

270 16 明治三十二年八月◦
4

一日 明治三十二年八月十
4

一日

286 11 四月十六
4

日 四月十五
4

日

290 下段５ 原　剛・安岡昭雄
4

編 原　剛・安岡昭男
4

編

341 ５ 三月十三
4

日 三月十二
4

日

342 ３ 二十三
4

日 二十九
4

日

369 ６ 四十年四
4

月一
4

日 四十年九
4

月十六
4 4

日

405 16 井内勧
4

二
 　　　〔ママ

4 4

〕

井内勧二

426 ９ 六条通一一
4

丁目 六条通一○
4

丁目

457 10 分科
4

する 分化
4

する

471 下段16 生島只吉
4 4 4 4  

吉田民鉄
4 4 4 4  

488 13 関スル規約
4  

関スル規則
4  

〃 14 この規約
4

では、 この規則
4

では、

〃 17 この規約
4

に基づき、 この規則
4

に基づき、

501 ３ 上川郡
4

外二◦
4

農会事務所 上川外二郡
4

農会事務所

506 ４ 同◦
4

年六月十三日 同三十七
4 4 4

年六月十三日

〃 ７ 同四十年五
4

月 同四十年四
4

月

515 ２ 開館式が同◦
4

年 開館式が同四十二
4 4 4

年

517 上段９ 『旭川市史　第三巻』 （一九五八
4

） 『旭川市史　第三巻』 （一九五九
4

）

534 13 大正三年十◦
4

月二十五日 大正三年十二
4

月二十五日

540 ５ 明治三十四年八月十六
4

日 明治三十四年八月十一
4

日

549 上段３ 『旭川市史　第三巻』 （一九五八
4

） 『旭川市史　第三巻』 （一九五九
4

）

〃 下段３ 『開創百年之基
4

　金峰寺』 『開創百年之記
4

　金峰寺』

第３巻 通史３
正 　 　 誤 　 　 表

1



7

頁 段・行 誤 正

568 ６～７ 大正五
4

年(一九一六
4

)
　 　 　〔四カ

4 4

〕　　　　　  　　〔五カ
4 4

〕

大正五年(一九一六)

617 〔表－21〕 明治41年3
4

月近文地区被害 明治41年4
4

月近文地区被害

640 ２ 設けない料理
4 4

店 設けない飲食
4 4

店

678 15 （清松
4 4

軒鶴雄、のち清松
4 4

庵鶴翁） （松清
4 4

軒鶴雄、のち松清
4 4

庵鶴翁）

688 〔表－47〕〔書名欄〕 北海◦
4

の隆運 北海道
4

の隆運

〃 〃 〔編著者欄〕 生島
4 4

　只吉
4 4  

吉田
4 4

　民鉄
4 4  

698 ３ 徳冨盧
4

花 徳冨蘆
4

花

770 ５ 本史次巻
4  

本史次節
4  

782 ２ 「智識末
4

開」 「智識未
4

開」

793 ９ 本町令
4

の決議 本町会
4

の決議

844 ５ 昭和九年三月
4 4  

昭和九年十一月一日
4 4 4 4 4  

865 １ 大正十◦
4

年四月十六日 大正十一
4

年四月十六日

866 下段６ 生島只吉
4 4 4 4  

吉田民鉄
4 4 4 4  

927 〔表－17〕〔農･牧場名欄〕 谷内
4

農場 谷口
4

農場

〃 〃 〔氏名欄〕 谷内
4

◦
4 

谷口伊八郎
4 4 4 4  

928 35 〔出典・備考欄〕 共有他
4

を購入 共有地
4

を購入

930 15 赤場
4  

赤羽
4  

935 下段８ 『上川支庁管内一班
4

』 『上川支庁管内一斑
4

』

945 13 新たに浄土真宗本願寺
4 4 4

派 新たに浄土真宗大谷
4 4

派

962 14 末武卯之助の岳
4

父 末武卯之助の父

965 ６ 同
4

校の分教場 下愛別尋常小学
4 4 4 4 4 4 4

校の分教場

1002 ９ 六条通一四
4

丁目 六条通一三
4

丁目

1030 11～12 しかしながら
4 4 4 4 4 4

～に至った。
4 4 4 4 4 

（削除）

1070 ４ 「整
4

備費」 「警
4

備費」

1091 12 法務
4 4

省は 司法
4 4

省は

1094 11 「北海道◦
4

議員選挙令」 「北海道会
4

議員選挙令」

1123 下段１ 原　剛・安岡昭雄
4

編 原　剛・安岡昭男
4

編

1142 ５ （二
4

条通八丁目右五号） （三
4

条通八丁目右五号）

1180 14 九月二十
4 4

日 九月十九
4 4

日

1221 ２ 大正三
4

年（一九一四
4

）四月
　 　 　〔四カ

4 4

〕　　　　 　 　　〔五カ
4 4

〕

大正三年（一九一四）四月

〃 ７ 了承され、同
4

年十 了承され、四
4

年十

〃 ８ 行なわれた◦
4

。
行なわれた(『旭川市史稿　下巻』､『北

4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4

海タイムス』大4・
4 4 4 4 4 4 4 44

1
・

1・9付)
44 4 4

。

1226 上段７ 『旭川市史　第三巻』 （一九五八
4

） 『旭川市史　第三巻』 （一九五九
4

）

2



8

頁 段・行 誤 正

1234 〔表－14〕『開創百年之基
4

　金峰寺』 『開創百年之記
4

　金峰寺』

1237 上段９ 『旭川市史　第三巻』 （一九五八
4

） 『旭川市史　第三巻』 （一九五九
4

）

〃 下段３ 『開創百年之基
4

　金峰寺』 『開創百年之記
4

　金峰寺』

1291 10 赤松
4

利作
　  〔坂カ

4 4

〕

赤阪
4

利作

1309 15 渋谷圧
4

玉
　　　  〔庄

4

カ
4

〕

渋谷圧玉

〃 〃 長尾欧
4

洲
　 　   〔鷗

4

カ
4

〕

長尾欧洲

1316 ９ 北海さきがけ
4 4 4 4

新聞 北海めざまし
4 4 4 4

新聞

1363 上段５ 赤松
4 4

　俊 丸木
4 4

　俊

1367 ４ 明治四十◦
4

年（一九〇七
4

） 明治四十一
4

年（一九〇八
4

）

1431 ３ 西第一
4 4 4

分教場 分教場

1435 14 大正三
4

年近文水利組合、
4 4 4 4 4 4 4

近文東土功組合 大正四
4

年近文東土功組合

1441 ９ 戸口・耕地と道路
4 4 4  

戸口・耕地

1450 ２ 東一二号電発
4 4

所 東一二号発電
4 4

所

1460 ４ 突硝
4

山南端 突哨
4

山南端

1461 上段12 津島
4 4

雄一 対馬
4 4

雄一

1491 19 明治41年3
4

月 明治41年4
4

月

1500 21 青豌豆輸出高等
4  

青豌豆輸出高

3
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頁 段・行 誤 正

目次８ 14 師団の軽
4

費節減策とその影響 師団の経
4

費節減策とその影響

目次21 ６ 保護
4

委員制 保導
4

委員制

47 ９ 市会◦
4

議長 市会副
4

議長

63 〔表－６〕 稲　見　貞　蔵　|　1
大正

2． 8． 6
4 

稲　見　貞　蔵　|　1
大正

2． 8．1
・

6

137 20 (『公文雑纂 （昭和十
4

年）・巻39』) (『公文雑纂 （昭和三
4

年）・巻39』)

152 ５ 約二万一四八二
4 4 4 4 4 4

坪
 　 〔　　　

   

マ　　　マ　　
4   4  

　
 

〕

約二万一四八二坪

〃 ８
畑一万四○五九

4 4 4 4 4 4

坪、価格一八万四五七
4 4 4 4 4 4

四円五○銭
4 4 4 4 4  

 　 〔　　　
   

マ　　　マ　　
4   4  

　
 

〕 　　　　　  〔 　　　　　　　
       

マ　
4 

畑一万四○五九坪、価格一八万四五七四
　 
 

マ　　　　
4    

　
 

〕
 

円五○銭

154 10 十一月一
4

日起工式 十一月十
4

日起工式

163 〔表－１〕 留守　|　国崎　登　|　19 ・ 7 ・ 6
4 

留守　|　国崎　登　|　19 ・ 7 ・ 8
4 

177 18 更にその年
4 4 4 4 4  

（削除）

178 １ の十二月には、
4 4 4 4 4 4 4

～開始され
4 4 4 4

、
4 

（削除）

288 16 二条通八
4

丁目 二条通七
4

丁目

308 11 ◦
4

会頭岡田重次郎 副
4

会頭岡田重次郎

407 14 昭和六
4

年 昭和九
4

年

422 10
 た なべさく お

4

田辺朔郎
 た なべさくろう

4 4

田辺朔郎

447 ３ 乗竹瑛
4

一 乗竹暎
4

一

459 ４ 加納喜八
4  

加納喜七
4  

488 11 委員長は、前市議の
4 4 4 4

木下源吾 委員長は、木下源吾

536 14 同
4

年二月五日 昭和十二
4 4 4 4

年二月五日

623 ７ 出願者三
4

人 出願者四
4

人

662 17 旭川市旧土人共有財産管理規
4

委員会規程 旭川市旧土人共有財産管理委員会規程

715 11 北海道庁◦
4

を 北海道庁告示
4 4

を

734 ４ 大正十五
4

年五月十日のことである◦
4

。
大正十四

4

年五月十日のことである（『旭
4 4 4

川新聞』大
4 4 4 4 4

1
・

4・5・
444

1
・

1付）
4 4

。

741 ２ 『旭川市勢要覧
4 4 4 4 4 4

』 『昭和十年 旭川市事務報告
4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4

』

〃 ３ 『昭和十年 旭川市事務報告
4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4

』 『旭川市勢要覧
4 4 4 4 4 4

』

744 ２ ◦
4

一月二十九
4 4 4

日 十
4

一月三
4

日

755 １ 保護
4

委員制 保導
4

委員制

758 15 「旭川市窮民救助
4

規程」 「旭川市窮民救恤
4

規程」

〃 16 「旭川町窮民救助
4

規程」 「旭川町窮民救恤
4

規程」

759 15 大正六年七月十七
4 4  

大正六年七月二十
4 4  

第４巻 通史４
正 　 　 誤 　 　 表

1
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頁 段・行 誤 正

759 16 昭和
4 4

七年一月一日施行 大正
4 4

七年一月一日施行

760 ４ 明治三十二年六
4

月十九
4 4

日公布 明治三十二年三
4

月二十八
4 4 4

日公布

763 ６ 大正十年（一九二一）四月八
4  

大正十年（一九二一）四月九
4  

781
８
13

『旭川歯科医師会◦
4

史』 『旭川歯科医師会会
4

史』

801 〔図－２〕（『旭川新聞』大13.3.2
4

付） （『旭川新聞』大13.3.2
・

4付）

914 ６ 旭川女子スキークラブ誕生◦
4

、 旭川女子スキークラブ誕生の動きがあり
4 4 4 4 4 4

、

〃 ７ 就任している
4 4 4 4

（前掲新聞、昭11・1・18◦
4

付）。
就任予定であったが

4 4 4 4 4 4 4

、
4

結成されなかった
4 4 4 4 4 4 4 4

（前掲新聞、昭11・1・18、4・1
4444

付）。

952 10 (『乗船
4 4

名簿』)。 (『伯剌西爾行移民
4 4 4 4 4 4 4

名簿』)。

982 17 同年十
4

月 同年九
4

月

993 下段16 『乗船
4 4

名簿』 『伯剌西爾行移民
4 4 4 4 4 4 4

名簿』

1006 ６ 十四
4

年庁立永山 十二
4

年庁立永山

〃 ９ 天理教無
4

養大教会 天理教撫
4

養大教会

1007 14 北海道◦
4

農事試験場上川支場
4 4 4 4  

北海道庁地方
4 4 4

農事試験場

1019 12
大正十三年帝国在郷軍人会東鷹栖村分
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

会が設立され（前掲報告）､
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 （削除）

1027 ４ 帝国興
4

業開発◦
4

会社
　 　   〔鉱

4

カ
4

〕

帝国興業開発株式
4 4

会社

1038 18 村役場新庁舎が完成し
4 4 4 4  

村役場新庁舎開庁式が行なわれ
4 4 4 4 4 4 4 4  

1043 ４ 〈剣淵村・湯
4

根別村〉 〈剣淵村・温
4

根別村〉

1044 ６ 大正
4 4

三年 昭和
4 4

三年

1047 ２ 死者行方不明一三七
4 4

人 死者行方不明一四四
4 4

人

1106 〔表－４〕（改正月・日不詳
4 4 4 4 4 4 4

） （昭
4

1
・

9． 4． 1改正
4 44 4 4 4

）

1150 15 二一回総選◦
4

を 二一回総選挙
4

を

1168 ７ 軍備改編
4

要領 軍備改変
4

要領

1217 10 サイパン
4 4 4 4

を出帆 グアム島
4 4 4 4

を出帆

1225 17 白
4

井儉
4

吾少将 臼
4

井倹
4

吾少将

1259 15 「食料
4

管理法」 「食糧
4

管理法」

1264 18 八月二十◦
4

日 八月二十五
4

日

1331 ８ 六
4

人が選抜 七
4

人が選抜

1418 １ 昭和十五年十一月二十一
4

日 昭和十五年十一月二十日

1420 〔表－19〕 予科修了者◦
4

・卒業者数一覧 予科修了者数
4

・卒業者数一覧

〃 〃 本校予科修了者◦
4

　　 本校予科修了者数
4

　　

1425 １ 昭和十七
4

年三月三十一日 昭和十八
4

年三月三十一日

〃 ２ （『旭川市教育
4 4 4 4 4

史』） （『七十年
4 4 4

史』）

2
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頁 段・行 誤 正

1429 13 下山
4

晴二 下村
4

晴二

1463 ５ 奏
4

保二郎 秦
4

保二郎

1466 ６ (五条通七丁目左
4

一号仲) (五条通七丁目右
4

一号仲)

〃 ９ 三月日活映画劇場となり、同年
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

（削除）

〃 10 (前掲書◦
4

)。 (前掲書､『北海道新聞』昭
44 4 4 4 4 4 4 4

1
・

8･5･
444

2
・

7付
4

)。

〃 15 昭和十八
4 4

年三
4

月◦
4

、第一東宝映画
4 4 4 4 4 4

劇場 昭和二十
4 4

年十一
4 4

月一日
4 4

、旭川東宝第一
4 4 4 4 4 4

劇場

〃 16 (『
4

あさひかわ・劇場盛衰史試稿
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

』
4

)。
(『
4

旭川新聞
4 4 4 4

』
4

昭
4

1
・

4・5・
444

2
・

0付
4

､『
44

北海道新聞』
4 4 4 4 4 4

昭
4

2
・

0・
4

1
・

0・
4

2
・

6付
4

)。

1502 16 軍人後援
4 4

北海道支部 軍人援護会
4 4 4

北海道支部

1510 ７ 土工
4

組合 土功
4

組合

〃 ８ 美瑛村宇莫別土工
4 4

組合 美瑛村宇莫別で聖台
4 4 4

土功
4 4

組合

1514 ９ 二級村
4 4 4

東神楽村◦
4 

東神楽村（
4

一級村
4 4 4

）
4 

〃 10 ・東神楽三
4 4 4 4 4

村 二
4

村

1515 〔図－１〕
（追加）　〔注〕昭和18年6月1日北海道１
級・２級町村制廃止、以後上川村・江丹
別村は「指定村」となる。

1516 ９～10 ◦
4

雨紛・神居両産業組合が合併、同十四年
4 4 4 4  

同十四年
4 4 4 4

雨紛・神居両産業組合が合併、

1519 ５ 天理教無
4

養大教会 天理教撫
4

養大教会

1552 ６ 二
4

級村として 一
4

級村として

〃 12 同年六月北海道
4 4 4 4 4 4 4

～（勅令・第四四三号）。
4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

（削除）

〃 16 (前掲書
4 4 4

) (『
4

東神楽町百年史
4 4 4 4 4 4 4

』
4

)

1559 12 帝国鉱業開発◦
4

会社 帝国鉱業開発株式
4 4

会社

〃 16 東川
4  

東山
4  

1560 〔表－32〕
８ ｜東山村｜2級｜昭和5

4 

｜東山村｜2級｜昭和1
・

5

1566 16 翌十二月
4

九日
4  

翌十二年
4

九月
4  

1575 〔表－36〕 食用作物作◦
4

反別 食用作物作付
4

反別

1590 ５ 旭川営業倉庫貸
4

物出入推移 旭川営業倉庫貨
4

物出入推移

1593 16 食用作物作◦
4

反別 食用作物作付
4

反別

3



頁 段・行 誤 正

42 右９ ②1893-0222
 ・・

②1893-020
 ・
3
 ・

68 右７ ③1907
 ・
-0101 ③1904

 ・
-0101

73 左14 ③
　・

1901-0905 ⑤
　・

1901-0905

128 左６ ⑤1916-0521
 ・

⑤1916-0520
 ・

 ･･  ･･
313 337

134 右14 ⑤1918-0718・
　・

0726 ⑤1918-0718，③
・　　 ・ 

19
 ・ ・ 

18
 ・ ・ 

-
 ・
0726

169 左上空欄
　1.－　北海道精神作興会上川支部
を上川支庁内に設置． ⑥1925-0123

175 左９
　1.－　北海道精神作興会上川支部
を上川支庁内に設置． ⑥1926-0123

(削除)

178 左24 ⑥1926-1217・
   ・

1218 ⑥1926-1217，③
・　   ・

19
 ・・

26
 ・ ・ ・

-1218

206 右５ ⑥1931-0920
 ・

⑥1931-0923
 ・

263 左17 ⑥
　・

1940-0716 ③
　・

1940-0716

271 左４ ③1941-11
 ・
05， ③1941-10

 ・
05,

272 左８ ⑤1942-0502
 ・

⑤1942-0503
 ・

296 右３ 日本北辺の探険
　・

と地図の歴史 日本北辺の探検
　・

と地図の歴史

299 左12 香川新聞
　・

香川新報
　・

301 右42 生ま
　・

れかわった旭川偕行社 生れかわった旭川偕行社

307 右20 ｢石原憲治｣
　　・

稿 ｢石原憲治論
　・

｣稿

310 右29 昭和20年度吏員進退賞罰関係綴
　　 ・

昭和20年度吏員進退賞罰関係書類
　・　 ・

綴

昭和22年度吏人
　・

雇人進退賞罰関係書 昭和22年度吏員
　・

雇人進退賞罰関係書

類綴 類綴

第５巻 年表・索引

正　　　誤　　　表

130 右23

310 右31
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頁 段・行 誤 正

8 ８ 比
4

飛朱ノ通 此
4

飛朱ノ通

42 上段２ 此処に
4

而休息◦
4

す 此処而休息さ
4

す

45 ３ ◦
4

ウリウ 元
4

ウリウ

〃 10 右
4

◦
4

の方
〔マ　マ
4 4

〕

右り
4

の方

48 ８ 此地◦
4

は 此地まて小名
4 4 4 4

は

50 11 実も
4  

実に
4  

57 14 地
4

味 土
4

味

58 上段８ 戍
4

亥子 戌
4

亥子

67 上段５ 杣
4  

〔ママ
4 4

〕

 
 ・

79 ２

104 10 一同之の
4

者 一同之者

108 ４ 廿丁斗◦
4

に而 廿丁斗下
4

に而

120 下段３
〔ママ〕

 
 

杣
4  

〔ママ〕

 
 ・

127 ５ 安政四
4

年十二月、 安政五
4

年十二月、

136 下段７ 三十歳◦
4

の 三十歳斗
4

の

144 下段５ 禅座
4  

禅坐
4  

147 下段７ 発寒村 発寒村

150 下段11 村山傅
4

次郎 村山傳
4

次郎

252 上段９ 雲
4  

曇
4  

256 下段12 ク
4

シペー山 ウ
4

シペー山

258 上段15 釁罅ヲカ
4

生シ 釁罅ヲ生シ

348 上段３ 水道
4  

水量
4  

375

開墾地反別表〔掛人工数欄〕
　　　　　　 　　〔人

4

〕

一、
4

六二五・〇〇〇
一、五一五・八〇〇
一、三五三・七九〇

　　　　　　 　　　　〔人
4

〕

一六、
4

二五〇・〇〇
一五、一五八・〇〇
一三、五三七・九〇

376

開墾地反別表〔掛人工数欄〕
　　　　　　 　　〔人

4

〕

　 二
・

四四・五四七
　 一三〇・八六七
　 三九三・七四〇
　　　　〇
　 三三九・二四〇
一、〇六四・五五一
六、六六七・五三五

　　　　　　　　 　　〔人
4

〕

　二、
4

四四五・四七
　一、三〇八・六七
　三、九三七・四〇
　　 　　 〇
　三、三九二・四〇
一〇、六四五・五一
六六、六七五・三五

第６巻 史料１
正 　 　 誤 　 　 表

1
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頁 段・行 誤 正

394 上段
滝川村屯田兵屋建築工事表〔費用欄〕
　　　　　　  〔円

4

〕

一一、二八九・九二二
　　　　　       　  〔円

4

〕

一一、二八九・九二二

395 上段８ 〔囚
4

カ〕

囚テ
〔因
4

カ〕

囚テ

439 上段11 教誨ヲナシサ
4 4

ム 教誨ヲナサシ
4 4

ム

461 13
〔囚
4

カ
4

〕

八因
    〔囚カ

4 4

〕

八因

540 上段５ 空知分監
4 4 4 4

沿革記　全 空知
4 4

分
4

監
4 沿革記　全

641 下段５ 成度
4

尤 成尤

646 下段17
〔輸カ〕

諭出◦
4

ナシ同ヲ
4

所
〔輸カ〕

諭出ヲ
4

ナシ同所

657 上段８ 〔マ　マ
4 4

〕

朦眛
    〔昧

4

カ
4

〕

矇
4

眛

677 上段16 但日
4

給
   〔ママ

4 4

〕

但日給

705 上段15 豊島
4

庄作 豊嶋
4

庄作

712 上段10 概則
4    　〔測

4

カ
4

〕

概則

〃 下段３ 看手
4

長 看守
4

長

727 下段11 八寸
4

釘
    〔分カ

4 4

〕

八寸釘

744 上段４ 人馬◦
4

継立
      〔車脱カ

4 4 4

〕

人馬継立

756 下段13 牡
4

同 牝
4

同

769 下段16 空知典
4

獄署 空知監
4

獄署

824 下段４ ＜第 
・

 
 

課＞ ＜第 
・

 
 

課＞

839 上段８ 雁
4

モドキ 鳫
4

モドキ

921 上段７ 髙畑利冝様
4  

髙畑利冝殿
4  

935 下段16 判任
4

官 判官

938 下段17 明治二十三
4

年 明治二十二
4

年

〃 下段18 休息
4

所 休泊
4

所

953 下段14 二日同
4  

二日目
4  

958 下段４ 平均カ
4

ノ 平均力
4

ノ

966 下段17 七月十九日◦
4 

七月十九日　渡邊惟精
4 4 4 4  

967 上段１ 渡邊惟精
4 4 4 4  

（削除）

972 下段４ 被成下度候◦
4

御担当ノ 被成下度候扨
4

御担当ノ

978 上段３ 〔ママ
4 4

〕

 気憶
4  

〔マ　マ
4 4

〕

気億
4  

（注） 『新旭川市史』第６巻・史料１（販売用
4 4 4

）をお持ちの場合は既に修正済の部分がある。
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頁 段・行 誤 正

（前文）
３ 12 史的発展

4 4  

史的展開
4 4  

目次７ ４ 〔20〕 明治 
卅二年

・

ヨリ
卅四年一月

〔20〕 明治 
卅二年度

4

ヨリ
卅四年一月

11 15 聯隊 （二
4

大隊） 聯隊 （三
4

大隊）

14 ４ 五〇銭◦
4 

五〇銭、同六歳以下金三円二五銭
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

26 ２ 中隊 （兵卒二〇
4

〇名 中隊 （兵卒二四
4

〇名

37 ４ 屯田兵給与◦
4

の譲渡 屯田兵給与地
4

の譲渡

38 ２ 四六
4

府県） 四五
4

府県）

39 18 二〇
4

〇 二四
4

〇

55 ８ 水
4

泉正保 小
4

泉正保

59 17 三月二十九
4

日 三月二十五
4

日

62 ２ 北海道竝
4

樺太兵事沿革 北海道及
4

樺太兵事沿革

67 ５ おおさこなおとし
4 4

大迫尚敏
おおさこなおはる

4 4

大迫尚敏

91 17 北海道並
4

樺太兵事沿革 北海道及
4

樺太兵事沿革

92 ７ 牛朱別◦
4

に挟まれた 牛朱別川
4

に挟まれた

92 〔第9表〕

｜広島｜30｜2
・

4｜5
・

4｜ ｜広島｜30｜2
・

5｜5
・

5｜

｜山口｜27｜2
・

5｜5
・

2｜ ｜山口｜27｜2
・

4｜5
・

1｜

｜鳥取｜1
・

8｜10｜2
・

8｜ ｜鳥取｜1
・

9｜10｜2
・

9｜

｜島根｜ 9
4

｜ 7｜1
・

6｜ ｜島根｜ 8
4

｜ 7｜1
・

5｜

94 ９ 昭和五十三
4

年 昭和五十五
4

年

〃 13 北海道総務部文書課
4 4 4  

北海道総務部行政資料室
4 4 4 4 4  

95 12 大略五割強
4  

大略五割弱
4  

102 32
〔（Ｃ）-№2の簿書名欄〕　　　　　　　
明治26年◦

4

地所 （第三
4

中隊）
明治26年度

4

地所 （第一
4

中隊）

〃 35 〔（Ｃ）-№5の簿書名欄〕　行事
4

演習日記 行軍
4

演習日記

104 27 〔9.5.　の行の事項欄〕　第2中隊制
4

成 第2中隊編
4

成

105 18 〔23.8.29の行の法令・号数欄の空欄〕 勅令第
4 4 4

18
4

4号
4  

〃 18 〔23.8.29の行の出典欄〕　職官◦
4 

職官、全書
4 4 4  

〃 33 〔26.9.13の行の法令・号数欄の空欄〕 勅令第
4 4 4

9
・

8号
4  

〃 〃 〔上同行の出典欄〕　職官◦
4 

職官、全書
4 4 4  

第７巻 史料２
正 　 　 誤 　 　 表
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頁 段・行 誤 正

105 41 〔29.5.11の行の事項欄〕　条例廃止◦
4 

条例廃止シ、師団司令部条例ヲ改正
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

106 ３ 〔29.6.3の行の事項欄〕 （29.6.3
4

施行）（29.6.4
4

施行）

〃 38 〔28.2.9の行の事項欄〕 （28.2.9
4

施行）（28.2.1
・

3施行）

107 13 〔35.4.10の行の事項欄〕 （35.4.1
・

0施行）（35.4.1
・

1施行）

108 ３ 屯田兵召募規則設
4

定 屯田兵召募規則制
4

定

133 １ （二十六年分五
4

件 （二十六年分九
4

件

185 上段７ 乗馬本分
4

ノ将校
 　  　　 　〔部

4

カ
4

〕

乗馬本分ノ将校

〃 上段９ 将校同◦
4

当 将校同相
4

当

190 上段16 〔4-
44

5
・

3〕 〔欠
4

〕

〃 上段17 〔4-5
・

4〕 〔4-5
・

3〕

〃 下段７ 飛鳥井恒磨
4   　　　        〔ママ

4 4

〕

飛鳥井恒磨

195 上段３ 飛鳥井恒磨
4  

飛鳥井恒麿
4  

207 下段８ 下士拝閲
4  

下士拝賀
4  

217 上段10 出張員より
4 4  

出張員ヨリ
4 4  

〃 下段４ 只今より
4 4  

只今ヨリ
4 4  

220 下段10 〔四才未満欄〕　（一
4

） （二
4

）

222 下段７ 〔戸主姓名欄〕　朋
4

石　六二 明
4

石　六二

224 下段２ 〔戸主姓名欄〕  對島　六蔵
4  

對島　六藏
4  

〃 下段17 〔戸主姓名欄〕　河
4

村清十郎 川
4

村清十郎

225 下段１ 旭川分署より
4 4  

旭川分署ヨリ
4 4  

244 下段11 酒保賄謮
4

負人 酒保賄請
4

負人

254 下段１ 同　二
4

斗 同　弐
4

斗

257 上段２ 第五給養◦
4

長
 　　　       〔班脱カ

4 4 4

〕

第五給養長

270 上段７
〔村井源次郎の現役年期欄〕　　　　　

二十二年十二月十二
4

日
二十二年十二月十三

4

日

284 下段12 中隊長◦
4

医官 中隊長付
4

医官

292 上段７
〔朱筆〕

「第
4

三八号」
〔朱筆〕

「達
4

第三八号」
302 上段11

〔朱筆〕

「命第十
4

四号」
〔朱筆〕

「命第一
4

四号」

306 下段15 林　才次
4

郎 林　才治
4

郎

325 上段６ 　㊞
 4

〈井川〉
　
 

㊔
4

〈井川〉

334 下段図 　廐◦
4

卒兵 　廐　卒兵

335 上段３ 他ハ徹
4

スベシ 他ハ撤
4

スベシ

344 下段１ 衛兵◦
4

位置 衛兵ノ
4

位置

346 下段５ 之ヲ徹
4

スベシ 之ヲ撤
4

スベシ

2
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頁 段・行 誤 正

374 下段10 第一㊞
4  　　　 〈江藤

4 4

〉

第一㊞

379 下段１
　 〈畑谷〉

八□
4

名 班長
　 〈畑谷〉

八㊞
4

班長
〃 下段６ 七㊞〈龍

神谷
4

生

4

〉
　 〈神谷

4 4

〉

七㊞

380 下段８ 谷垣元之烝
4                 〔ママ

4 4

〕

谷垣元之烝

425 下段３ （復
4

写印刷）
 〔ママ
4 4

〕

（復写印刷）

428 10 〔計欄〕　三〇〇一、三
4

三九坪 三〇〇一、二
4

三九坪

〃 16 公有現
4

産純益高 公有財
4

産純益高

443 上段８ 自今事◦
4

最急ヲ 自今事ノ
4

最急ヲ

482 上段11 分家願之
・

儀ニ付申進 分家願ノ
4

儀ニ付申進

489 上段３ 七軍◦
4

二七六号 七軍第
4

二七六号

492 上段６
四大隊改正案ノ

4

通リノ者御給与相成候

様致度此段上
4

申進

四大隊改正案通リノ者御給与相成候様

致度此段申進

496 上段図

〃 下段３ 午後
4

七時 午后
4

七時

500 上段12 一雞約二十
4

羽流失 一雞約二拾
4

羽流失

501 下段１ 一戸ヲ除ク◦
4

外ハ 一戸ヲ除クノ
4

外ハ

503 下段６ ◦
4

弐斗入◦
4

四樽 （
4

弐斗入） 
4 

四樽

507 上段18 壊
4

土ニシテ 壌
4

土ニシテ

519 下段13 御主意ニ◦
4

相悖リ 御主意ニモ
4

相悖リ

521 上段９ 入ルヽ候
4

見込 入ルヽ見込

522 上段15 阪下提
4

防 阪下堤
4

防

523 下段15 金壱円四◦
4

四銭 金壱円四十
4

四銭

528 上段５ 生嶋喜
4

代太 生嶋嘉
4

代太

〃 下段図 川勝 為一　　同
4  

川勝 為一　　給与地
4 4 4  

529 下段８ 浸水セリト雖◦
4

モ 浸水セリト雖ト
4

モ

〃 下段11 ウシシユ
4

ベツ川 ウシシュ
4

ベツ川

530 上段11 浸水セリト雖◦
4

モ 浸水セリト雖ト
4

モ

532 上段３ ニ付返置
4

可為致 ニ付返還
4

可為致

552 上段14 同　　　　　　◦
4

　　　　　河田　門藏 同　　　　　　同
4

　　　　河田　門藏

583 下段３ 寄属
4

スル事 寄寓
4

スル事

603 下段16 売却セシ
4

コト 売却セン
4

コト

629 上段17 其内ヨリ運搬費
4  

其内ヨリ運搬賃
4  

東　徳
4

永
4

川
勝

東　 川
勝

3
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頁 段・行 誤 正

634 上段３ 百五十六
4

番地 百五十八
4

番地

635 下段15 目的ヲ以て
4  

目的ヲ以テ
4  

663 下段６ 松本
4

千代𠮷 松木
4

千代𠮷

672 上段８ 銃剣　壱組
4  

銃剣　壱振
4  

674 上段７ 衰弱相加ハリ死亡
4  

衰弱相加ハリ死去
4  

685 上段４ セシメン
4

トキ セシメシ
4

トキ

706 上段８ 家出之儘帰家
4

セス 家出之儘帰宅
4

セス

716 下段７ 及御照会◦
4

也 及御照会候
4

也

748 下段１ 法則ヲ尊
4

奉 法則ヲ遵
4

奉

861 10 〔四月廿二日欄〕 ○午後○時卅◦
4

分江部乙発 ○午後○時卅六
4

分江部乙発

866 上段５ 四千弐壱
4

百 四千弐百

870 下段６ これを
4

共に これと
4

共に

877 上段２
総反別
4 4 4  

開墾地
4 4 4  

開墾地
4 4 4  

総反別
4 4 4  

902 下段14 〔紋別の点呼区域欄〕　瑠
・    〔ママ

4 4

〕

瑠

〃 下段16 〔稚内の点呼区域欄〕　臼尻
4 4  〔尻  臼カ

4  4 4

〕 

臼尻

907 下段12 〔紋別の点呼区域欄〕　瑠
・    〔ママ

4 4

〕

瑠

960 上段11 砲兵◦
4

長候補生 砲兵工
4

長候補生

999 ７ 〔動員令達書の摘要欄〕 動員区分に
4

随フ 動員区分ニ
4

随フ

1113 上段14 明治参十
4

四年八月廿二日 明治参拾
4

四年八月廿二日

1130 上段13 右之通リ◦
4

御座候也 右之通リニ
4

御座候也

1141 下段３ 後備◦
4

兵村村務主任副官　御中 後備役
4

兵村村務主任副官　御中

1150 末行
〔要塞砲兵射撃教範中改正の員数欄の

空欄〕　
一
4  

1151 12 〔陸軍成規類聚上
下の員数欄〕　一

4  

二
4  

〃 13 〔歩兵工作教範草案の員数欄〕　二
4  

一
4  

1153 １ 海岸砲塁
4

砲 海岸砲単
4

砲

1195 上段11 救護
4

スルコト 救養
4

スルコト

〃 下段17 金八円四
4

拾五銭 金八円弐
4

拾五銭

1202 下段７ 右照会ス 右照会ス

1220 上段14 御趣意ヲ奉載
4

シテ 御趣意ヲ奉戴
4

シテ

1227 ７ 〔家族ノ員数欄〕　六十七
4

才以上 六十才以上

1230 ４ 〔家族ノ員数欄〕　七
4

十才以上 六
4

十才以上

1236 上段７ 他人ノ手ニ渡
4

シ 他人ノ手ニ帰
4

シ

4



18

頁 段・行 誤 正

９ ３ 『明治三十二年◦
4

起 『明治三十二年四月
4 4

起

28 ４ 編成
4  

編制
4  

〃 ６ （編成
4

） （編制
4

）

50 上段10 延期
4 4  

追願
4 4  

94 上段９ 大
4

陰暦
〔ママ
4 4

〕

 大陰暦

112 上段５ 大
4

陰本日ヨリ
〔ママ
4 4

〕

 大陰本日ヨリ

122 上段２ 〔ママ
4 4

〕

 咫尺 咫尺

126 下段２ 御年
4 4

初メ 陸軍
4 4

初メ

175 上段８ （四
4

月十日）
  〔七カ

4 4

〕

（四月十日）

230 下段14 ハ
4

奉職者ハ ヘ
4

奉職者ハ

251 下段16 
    　　　　　　 　 　〔ノ

4

カ
4

〕

永遠ニ
4

平和ニ利
    　 　〔ノ

4

カ
4

〕

永遠ニ平和ニ利

252 上段17 漸々
4

戒メ 漸ヲ
4

戒メ

〃 下段11 邪
4

寒ヲ冒シ 祁
4

寒ヲ冒シ

253 上段４ 軍
4

伍
〔隊カ
4 4

〕

 軍伍

278 下段16 為セン
4

ト 為セシ
4

ト

279 上段８ 徴
4

功 微
4

功

281 図 馬匹繁
4

留場 馬匹繫
4

留場

285 17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「俵」

〔馬鈴薯の収獲高欄〕　二
4

五六弐
    　　   　「俵」

四
4

五六弐

327 下段２ 　     〔力脱カ
4 4 4

〕

ニ努
4

シ
    〔努カ

4 4

〕

ニ奴
4

力
4

シ

370 下段１ 伊知地
4 4

幸介
    〔マ 

4 

 
 

マ
4

〕

伊知地幸介

373 下段４ 将校◦
4

相当官
       〔同脱カ

4 4 4

〕

将校相当官

377 上段17 伊知地
4 4

砲兵監
    〔マ 

4 

 
 

マ
4

〕

伊知地砲兵監

383 下段１ 戒飾
4     〔飭カ

4 4

〕

戒飾

388 上段６ 騎兵、
4

補充中隊 騎兵補充中隊

403 上段１ 騰鼇
4

堡 騰鰲
4

堡

422 上段17 及
4

至 乃
4

至

451 下段４ 山崎　□
4  

山崎　弥
4  

452 上段９ 野戦
4

砲兵監
   〔マ

4

マ
4

〕

野戦砲兵監

486 下段11
　 〔ママ

4 4

〕

幷戦斗
       〔マ

4

マ
4

〕

幷戦斗

502 上段８ 　      〔杖
4

カ〕

儀伏兵
　      〔仗

4

カ〕

儀伏兵

551 下段６    〔マ
4

マ
4

〕

村山鉃男
       〔マ

4

マ
4

〕

村山鉃男

559 下段13 植原
4

秀一 植村
4

秀一

第８巻 史料３
正 　 　 誤 　 　 表

1
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頁 段・行 誤 正

568 上段７
　     〔ママ〕

村山鉃夫
4  　　　 〔ママ〕

村山鉃男
4  

749 下段14 命
4

セラル 令
4

セラル

862 上段14 七師後兵
4

五大 七師後歩
4

五大

879 下段10 津軽要塞司令◦
4

ニ
　　　　　　　　　　   〔部脱カ

4 4 4

〕

津軽要塞司令ニ

940 下段１ 阿
4

倍國東 安
4

倍國東

946 下段12 河尻春元
4  　 　　　 　〔之カ

4 4

〕

河尻春元

2


